
 

宅地建物取引業者に対する行政処分について 
令和８年３月１１日 

東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課 

被

処

分

者 

商 号 株式会社ファイン・アンド・パートナー 

代 表 者 雛形 訓行（ひながた くにゆき） 

主 た る 事 務 所 東京都杉並区高円寺南四丁目２３番５号  

免 許 年 月 日 
令和３年７月１日     
（当初免許年月日 平成２３年７月１日） 

免 許 証 番 号 東京都知事（３）第９３１２１号   

聴 聞 年 月 日 令和８年２月９日 

処 分 内 容 宅地建物取引業務の全部停止１１日間及び指示 

業 務 停 止 期 間 令和８年３月２５日から同年４月４日まで 

適 用 法 条 項 

宅地建物取引業法第３３条（広告開始時期の制限違反） 
同法第４６条第２項（超過報酬） 
同法第６５条第１項第２号（指示） 
同法第６５条第２項第２号（業務の停止） 

事 

 
実 

 
関 

 
係 

被処分者は、令和４年３月に、売主Ａと買主Ｂとの間で締結された、東京都杉並区

所在の宅地（以下「本物件」という。）の売買契約（以下「本件契約」という。）にお

いて媒介業務を行った。 

この業務において、被処分者には、下記のとおり、宅地建物取引業法（昭和２７年

法律第１７６号。以下「法」という。）違反があった。 

記 

１ 宅地である本物件上に建築する建物の建築に関する工事の完了前において、建築

確認の前にもかかわらず、インターネット不動産情報サイトに、本物件及び当該建

物の両方を対象物件として記載した「新築一戸建て」の売買に関する広告を掲載し

た。    

２ 本件契約が宅地のみの売買であり、宅地の造成に関する工事の完了前の売買では

ないにもかかわらず、法第３５条に定める書面（重要事項説明書）の「手付金等の

保全措置の概要」欄において、本物件が未完成物件である旨の誤った記載をした。   

３ 本件契約が成立し、Ｂ以外の相手方に対し本物件を売ることができなくなったに

もかかわらず、その後、少なくとも５日間、当該広告の掲載を継続していた。  

  

別紙１ 



４ 本件契約が宅地のみの売買であり、媒介報酬の上限額（税込）は、当該売買に係

る代金額に基づいて算出される金額であるにもかかわらず、当該売買に係る代金額

に、ＡとＢとの間で締結された本物件上に建物を建築する「建設工事請負契約」に

係る代金額を加えた額に基づいて算出した金額の報酬をＢから受領し、国土交通省

告示に定める限度額を超えた報酬を受けた。   

 

１は、法第３３条に違反し、法第６５条第１項に該当し、２及び３は、いずれも同

項第２号に該当し、４は、法第４６条第２項に違反し、法第６５条第２項第２号に該

当する。    

 
 


